一般事業主行動計画


　本校の教職員が仕事と子育てを両立させることができ、教職員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての教職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

１．計画期間
　　２０２６年４月１日～２０３１年３月３１日までの５年間

２．内容
目標１　　計画期間中の男性の育児休業取得率を２０％とする。
目標２　　常用労働者ひとり当たりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数を２５時間未満とする。


以上

